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(57)【要約】
【課題】ユーザが予め登録した個人情報を、ユーザが許
可した範囲で、メーカ等の登録サイトに自動で登録する
サーバ、方法、プログラムを提供する。
【解決手段】ユーザ情報登録サーバ２００は、ユーザの
個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報
に対して公開を許可する公開相手先とを、ユーザのユー
ザＩＤと対応付けて記憶し、端末１０から、ユーザＩＤ
と当該端末１０が公開相手先にユーザ情報を登録する登
録サイトデータを受信し、受信したユーザＩＤに基づい
て、登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザ
が予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであ
る場合に、ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公
開を許可されているかを確認する。そして、公開を許可
されている場合には、端末１０に、許可されたユーザ情
報を送信する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末と通信可能に接続されたユーザ情報登録サーバであって、
　ユーザの個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報に対して公開を許可す
る公開相手先又は公開相手先グループとを、前記ユーザのユーザＩＤと対応付けて記憶す
るユーザ情報記憶手段と、
　端末から、ユーザＩＤと、当該端末が公開相手先にユーザ情報を登録する登録サイトデ
ータと、を受信する登録サイトデータ受信手段と、
　受信した前記ユーザＩＤに基づいて、前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、
ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであるかを判断する相手先判断
手段と、
　前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は
公開相手先グループである場合に、前記ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公開を
許可されているかを確認する公開確認手段と、
　公開を許可されている場合には、前記端末に、許可されたユーザ情報を送信する許可デ
ータ送信手段と、を備えたユーザ情報登録サーバ。
【請求項２】
　端末と通信可能に接続されたユーザ情報登録サーバが実行するユーザ情報登録方法であ
って、
　ユーザの個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報に対して公開を許可す
る公開相手先又は公開相手先グループとを、前記ユーザのユーザＩＤと対応付けて記憶す
るステップと、
　端末から、ユーザＩＤと、当該端末が公開相手先にユーザ情報を登録する登録サイトデ
ータと、を受信するステップと、
　受信した前記ユーザＩＤに基づいて、前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、
ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであるかを判断するステップと
、
　前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は
公開相手先グループである場合に、前記ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公開を
許可されているかを確認するステップと、
　公開を許可されている場合には、前記端末に、許可されたユーザ情報を送信するステッ
プと、を備えたユーザ情報登録方法。
【請求項３】
　端末と通信可能に接続されたユーザ情報登録サーバに、
　ユーザの個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報に対して公開を許可す
る公開相手先又は公開相手先グループとを、前記ユーザのユーザＩＤと対応付けて記憶す
るステップ、
　端末から、ユーザＩＤと、当該端末が公開相手先にユーザ情報を登録する登録サイトデ
ータと、を受信するステップ、
　受信した前記ユーザＩＤに基づいて、前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、
ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであるかを判断するステップ、
　前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は
公開相手先グループである場合に、前記ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公開を
許可されているかを確認するステップ、
　公開を許可されている場合には、前記端末に、許可されたユーザ情報を送信するステッ
プ、を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが物品やサービスを購入した後に、その物品に関するユーザ情報を登
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録する時に使用するユーザ情報登録サーバ、ユーザ情報登録方法及び、ユーザ情報登録プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレットと呼ばれる携帯端末が普及したことで、ユーザの個
人情報がこれらの携帯端末に記憶され、また、この端末の通信先となるサーバに記憶して
個人情報を利用可能とすることが行われている。例えば、名刺の情報やアドレス帳をクラ
ウドに記憶して、端末からインターネットを経由して閲覧するといった場合である。
【０００３】
　ところで、店舗で商品やサービスを購入した際に、インターネット経由で、その購入し
た商品やサービスに関するユーザ情報を登録することが行われている。例えば、メーカが
提供するＷＥＢサイトにて、ユーザの氏名や住所などのユーザ情報を登録するサービスが
ある。このようなＷＥＢサイトで、商品やサービスに対するユーザ情報をメーカに登録し
ておけば、商品やサービスのアフターサービスを受けられる（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０８９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１によれば、商品としてカメラについてのユーザ情報を登録する際に、このカ
メラと通信可能なコンピュータを介してサーバに接続し、プログラムのインストールを省
いて、ユーザ情報の登録が可能なプログラムが開示されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のプログラムでは、プログラムのインストールは省かれるが
、氏名や住所などのユーザ情報の個別の入力をする必要は生じるため、入力を補完するま
ではいたらない。加えて、このユーザ情報の入力補完をする際に、どこまでのユーザ情報
を当該商品のメーカに開示してよいか否かを、ユーザが予め決定しておけることが望まし
い。
【０００７】
　例えば、ユーザは、大手家電メーカのユーザ情報登録サイトであれば、氏名や住所に加
えて、携帯の電話番号まで登録してもよいが、株や保険サービスのユーザ登録については
、携帯の電話番号までは開示したくないといった要望があるからである。
【０００８】
　本発明は、これらの課題に鑑み、ユーザが予め登録した個人情報を、ユーザが許可した
範囲で、メーカ等の登録サイトに自動で登録するユーザ情報登録サーバ、ユーザ情報登録
方法及び、ユーザ情報登録プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１０】
　第１の特徴に係る発明は、端末と通信可能に接続されたユーザ情報登録サーバであって
、
　ユーザの個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報に対して公開を許可す
る公開相手先又は公開相手先グループとを、前記ユーザのユーザＩＤと対応付けて記憶す
るユーザ情報記憶手段と、
　端末から、ユーザＩＤと、当該端末が公開相手先にユーザ情報を登録する登録サイトデ
ータと、を受信する登録サイトデータ受信手段と、
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　受信した前記ユーザＩＤに基づいて、前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、
ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであるかを判断する相手先判断
手段と、
　前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は
公開相手先グループである場合に、前記ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公開を
許可されているかを確認する公開確認手段と、
　公開を許可されている場合には、前記端末に、許可されたユーザ情報を送信する許可デ
ータ送信手段と、を備えたユーザ情報登録サーバを提供する。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明によれば、端末と通信可能に接続されたユーザ情報登録サーバは
、ユーザの個人情報に関する個々のユーザ情報と、当該ユーザ情報に対して公開を許可す
る公開相手先又は公開相手先グループとを、前記ユーザのユーザＩＤと対応付けて記憶し
、端末から、ユーザＩＤと、当該端末が公開相手先にユーザ情報を登録する登録サイトデ
ータと、を受信し、受信した前記ユーザＩＤに基づいて、前記登録サイトデータに対応す
る公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手先グループであるかを判
断し、前記登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先
又は公開相手先グループである場合に、前記ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公
開を許可されているかを確認する。公開を許可されている場合には、端末に、許可された
ユーザ情報を送信する。
【００１２】
　ここで、第１の特徴に係る発明はサーバのカテゴリであるが、方法等の他のカテゴリに
おいても、そのカテゴリに応じた同様の作用・効果を発揮する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ユーザが予め登録した個人情報を、ユーザが許可した範囲で、メーカ
等の登録サイトに自動で登録することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、ユーザ情報登録システム１の全体構成図である。
【図２】図２は、端末１０、ユーザ情報登録サーバ２００の機能ブロック図である。
【図３】図３は、端末１０、ユーザ情報登録サーバ２００が実行するユーザ情報登録処理
のフローチャートである。
【図４】図４は、公開許可設定をユーザが行う際の端末１０に表示される画面イメージ図
である。
【図５】図５は、ユーザ情報データベース２１０に記憶されるユーザ情報許可テーブルの
一例を示す。
【図６】図６は、公開許可設定をユーザが行う際の端末１０に表示される画面イメージ図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００１６】
　［ユーザ情報登録システム１のシステム構成］
　図１は、本発明の好適な実施形態であるユーザ情報登録システム１のシステム構成図で
ある。ユーザ情報登録システム１は、端末１０、メーカ登録サーバ１００ａ、ｂ、ユーザ
情報登録サーバ２００、及び、これらの機器を接続する公衆回線網３（インターネット網
や第３世代、第４世代通信網など）から構成される。
【００１７】
　端末１０は、後述の機能を備え、データ通信を行うことが可能であり、家庭用又は業務
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用の電化製品である。端末１０は、例えば、携帯端末、携帯電話、携帯情報端末に加え、
スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ネットブック端末、スレート端末
、電子書籍端末、携帯型音楽プレーヤ等の情報家電であってよいし、例えば、コンピュー
タに加えて、冷蔵庫、オーディオ、スピーカ、洗濯機、ルータ、テレビ、プリンタ、複合
機、ヒータ、エアコン、電話機、記録メディア録画再生装置を含む。これらの端末１０は
、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ等のプロトコルで通信する機能を備える。
【００１８】
　メーカ登録サーバ１００ａ、ｂ（以下「１００」とする）は、各メーカがユーザ情報の
登録を受付けるサーバである。端末１０からのアクセスにより登録を行うＷＥＢサーバで
あってよい。
【００１９】
　ユーザ情報登録サーバ２００は、後述の機能を備えるサーバであって、端末１０を使用
するユーザが提供を受けるサービスを管理するサーバである。
【００２０】
　［各機能の説明］
　図２に基づいて、各装置の構成について説明する。
【００２１】
　端末１０は、制御部１１として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ），ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備え、通信部１２として、他の機器と通信可能にするため
のデバイス、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆ
ｉｄｅｌｉｔｙ）対応デバイスを備える。さらに、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が実現可能なハードウェアインターフェースを備えていても
よい。
【００２２】
　また、端末１０は、入出力部１４として、制御部で制御したデータや画像を出力表示す
る表示部を備え、入出力部１４は、メーカ登録サーバ１００及び、ユーザ情報登録サーバ
２００から受信したデータやメッセージ、ＷＥＢページを表示し、表示したデータに対す
る応答をユーザから入力として受付ける。
【００２３】
　端末１０において、制御部１１が、所定のプログラムを読み込むことで、通信部１２と
協働して、ユーザＩＤ・ユーザ情報送信モジュール１５、登録サイトデータ送信モジュー
ル１６を実現する。また、端末１０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込む
ことで、入出力部１４と協働して、入力補完モジュール１７を実現する。
【００２４】
　端末１０において読み込まれるプログラムは、端末１０にインストールされるアプリケ
ーション・プログラムであってよい。アプリケーション・プログラムは、インストール時
に、ステップＳ０１に示す、端末１０を操作するユーザのユーザ情報を登録する機能を有
してよい。
【００２５】
　ユーザ情報は、ユーザの個人情報に該当する情報であって、例えば、氏名・名称、住所
、電話番号、携帯電話番号、年齢、性別、誕生日、血液型、勤務先、職種、家族構成等で
あってよい。これらの氏名・名称等を、個々のユーザ情報と本明細書では記述する。
【００２６】
　ユーザ情報登録サーバ２００は、端末１０と同様に、制御部２０１として、ＣＰＵ，Ｒ
ＡＭ，ＲＯＭ等を備え、通信部２０２として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠した
ＷｉＦｉ対応デバイス又は、有線ケーブルによる接続可能とするデバイス等の、他のコン
ピュータとのデータ通信を実現するデバイスを備える。また、ユーザ情報登録サーバ２０
０は、データやファイル、データベーステーブルを記憶する記憶部２０３として、ハード
ディスクや半導体メモリ、記録媒体、メモリカード等によるデータのストレージ部を備え
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る。
【００２７】
　ユーザ情報登録サーバ２００において、制御部２０１が所定のプログラムを読み込むこ
とで、通信部２０２と協働して、ユーザ情報受信モジュール２０４、登録サイトデータ受
信モジュール２０５、許可データ送信モジュール２０６を実現する。また、ユーザ情報登
録サーバ２００において、制御部２０１が所定のプログラムを読み込むことで、記憶部２
０３と協働して、相手先判断モジュール２０７、公開確認モジュール２０８、ユーザ情報
記憶モジュール２０９を実現する。
【００２８】
　なお、ユーザ情報データベース２１０は、外部のデータベースサーバであってよく、端
末１０から受信したユーザ情報と、下記で説明するユーザ情報許可テーブルがユーザＩＤ
毎に記憶されてよい。ユーザ情報データベース２１０は、ユーザ情報記憶モジュール２０
９のアクセスを受付ける。
【００２９】
　［ユーザ情報登録処理］
　図３は、端末１０、ユーザ情報登録サーバ２００が実行するユーザ情報登録処理のフロ
ーチャートである。上述した各装置のモジュールが行う処理について、本処理にて併せて
説明する。
【００３０】
　はじめに、端末１０のユーザＩＤ・ユーザ情報送信モジュール１５は、ユーザからユー
ザＩＤ及び、個々のユーザ情報の入力を受付け、ユーザ情報登録サーバ２００に送信し、
ユーザ情報登録サーバ２００のユーザ情報受信モジュール２０４がこれらを受信し、ユー
ザ情報記憶モジュール２０９が、ユーザ情報データベース２１０に記憶する（ステップＳ
０１）。ここでのユーザＩＤとは、ユーザ情報登録サーバ２００が端末１０を介してアク
セスしてきたユーザを識別するための識別文字列である。
【００３１】
　次に、端末１０のユーザＩＤ・ユーザ情報送信モジュール１５は、受付けたユーザ情報
（氏名・名称、住所、電話番号等）の公開を許可する公開相手先（メーカや企業）、また
は、公開相手先のグループの許可の指定を受付ける（ステップＳ０２）。ここで、公開相
手先のグループ名とは、公開相手先の複数の企業をカテゴリグループ毎にまとめた単位で
ある。例えば、公開相手先がＡ社、Ｂ社、Ｃ社とあって、これらの企業が、上場された電
機メーカであれば、グループ名とは、「上場家電メーカ」となる。他のグループ名は、例
えば、「家電量販店」、「健康食品メーカ」、「保険サービス」等商品やサービスの種類
だけ想定される。このグループ名と公開相手先の対応付けは、事前にユーザ情報登録サー
バ２００の管理者等が行う。
【００３２】
　図４は、公開相手先のグループ「上場家電メーカ」の場合に、ユーザＩＤ「ＫＯＲＫＯ
Ｒ」のユーザが、自身のユーザ情報の公開許可設定を行う際に、端末１０が表示する画面
イメージである。端末１０は、ユーザから許可ボタン４１に対して、タッチ操作の入力切
替え操作を受付けることで、許可か許可しないかの入力を受付ける。このユーザは、グル
ープ「上場家電メーカ」に対して、氏名・名称、住所、電話番号、メールアドレスは、必
須の情報であるので、許可せざるを得ないが、携帯電話番号を「公開許可」で設定し、職
業、年齢は「許可しない」と設定している。設定が完了後、ユーザが設定ボタン４２を操
作することで、このグループでの許可の指定が、ユーザ情報登録サーバ２００に送信され
る。
【００３３】
　次に、公開相手先の他のグループについて、ユーザからの許可の指定を受け付けてもよ
いし、公開相手先の具体的な企業名等の入力を受け付けてもよい。
【００３４】
　ユーザ情報登録サーバ２００のユーザ情報受信モジュール２０４は、公開相手先又は公
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開相手先グループ毎に設定された許可の指定を受信し、ユーザ情報記憶モジュール２０９
が、ユーザ情報許可テーブルに対応づけて記憶する（ステップＳ０３）。
【００３５】
　ユーザ情報許可テーブルは、図５に一例を示す。ユーザ情報許可テーブルは、公開相手
先グループ、公開相手先、登録サイト、許可データ（氏名・名称、住所・・等）から構成
されてよい。図５の例では、ユーザＩＤ：ＫＯＲＫＯＲの公開相手先グループが、上場家
電メーカのグループの場合は、公開相手先によらずに、職種、年齢を許可しない設定にな
っている。一方、家電量販店のグループの場合には、公開相手先に応じて、電話番号の許
可がされたり、されていなかったりする。これは、ユーザの所望により公開相手先毎にユ
ーザ情報の公開許可の指定を行った結果である。
【００３６】
　なお、ユーザ情報許可テーブルの公開相手先に対応する登録サイトのＵＲＬ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）は、ユーザ情報登録サーバ２００の管理者
が予め設定してもよいし、ロボット検索により自動的に設定されてよい。
【００３７】
　次に、端末１０は、所定のタイミングで、ブラウザ等でメーカ登録サイトへアクセスす
る（ステップＳ０４）。例えば、端末１０を操作するユーザが、家電等の商品を購入した
際に、家電に添付されたバーコードを端末１０が読み取ることで、端末１０がメーカ登録
サイトへアクセスする。また、家電の保証書をカメラで撮影し、撮影した画像を文字認識
することで、端末１０がメーカ登録サイトへアクセスしてもよい。
【００３８】
　メーカ登録サーバ１００は、この端末１０からのサイトへのアクセス要求に応じて、ユ
ーザ情報を登録するメーカ登録サイトを端末１０のブラウザに送信（ステップＳ０５）す
る。これに応じて、端末１０のブラウザは、メーカ登録サイトを受信し、表示する（ステ
ップＳ０６）。その後、端末１０の登録サイトデータ送信モジュール１６は、ユーザ情報
登録サーバ２００にユーザＩＤと登録サイトデータを送信する（ステップＳ０７）。登録
サイトデータとは、ユーザ情報の登録を行うＷＥＢページを特定することができるデータ
であって、例えば、ＵＲＬアドレスであってよい。
【００３９】
　例えば、登録サイトがURL：www.abc.co.jpの場合は、端末１０は、この登録サイトデー
タをユーザ情報登録サーバ２００に送信する。なお、登録サイトデータは、ＵＲＬに加え
て、このＵＲＬで登録に必要とされる個々のユーザ情報を含んでいてもよい。すなわち、
登録サイトURL：www.abc.co.jpでは、ユーザ情報として、氏名・名称、住所、電話番号、
職種が登録に必要とされるならば、これらの情報を含んでよい。
【００４０】
　次に、ユーザ情報登録サーバ２００の登録サイトデータ受信モジュール２０５は、端末
１０から送信されたユーザＩＤと登録サイトデータを受信し、相手先判断モジュール２０
７は、ユーザＩＤと登録サイトデータに基づいて、ユーザ情報許可テーブルを参照し、登
録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが予め登録した公開相手先又は公開相手
先グループであるかを判断する（ステップＳ０８）。
【００４１】
　相手先判断モジュール２０７が、登録サイトデータに対応する公開相手先が、ユーザが
予め登録した公開相手先又は公開相手先グループである場合には、ステップＳ０９に処理
を移し、否の場合は、処理を終了する。
【００４２】
　次に、公開確認モジュール２０８は、ユーザＩＤに対応する個々のユーザ情報が公開を
許可されているかを、ユーザ情報許可テーブルを参照して確認する（ステップＳ０９）。
許可データ送信モジュール２０６は、公開を許可されている個々のユーザ情報を端末１０
に送信する（ステップＳ１０）。ここで許可データとは、ユーザ情報のうち、その公開相
手先に公開を許可されたデータである。
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　例えば、ユーザＩＤ：「ＫＯＲＫＯＲ」の場合に、公開相手先がＡ社の場合は、氏名・
名称、住所、電話番号が許可データとなり端末１０に送信される。
【００４４】
　端末１０の入力補完モジュール１７は、許可データを受信して、メーカ登録サイトのブ
ラウザに対して、ユーザ情報の入力補完を行う（ステップＳ１１）。例えば、メーカ登録
サイトにてユーザ情報を入力するブラウザ画面に、ポップアップの画面が表示される。こ
のポップアップ画面を示したのが図６である。許可データが入力補完されるが、最終的な
承諾をユーザから得るために、端末１０は、ユーザから許可ボタン５１に対して、タッチ
操作の入力切替え操作を受付けることで、許可か許可しないかの入力を受付ける。ユーザ
が最後に承諾ボタン５２を操作することで、登録許可の承諾処理が行われ（ステップＳ１
２）、メーカ登録サイトに許可されたユーザ情報を登録する（ステップＳ１３）。
【００４５】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。
この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または
外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に予め記録しておき、その記
憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００４７】
　１　ユーザ情報登録システム、１０　端末、２００　ユーザ情報登録サーバ、１００　
　メーカ登録サーバ
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